
 
 

【

一

九

九

九

年

度

総

括

】

 

 
 

 
 

（

一

九

九

九

年

六

月

～

二

〇

〇

〇

年

五

月

）

 

 
 

昨

年

度

は

、

日

米

安

保

新

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

関

連

法

の

成

立

を

憂

 

え

た

が

、

そ

の

後

、

国

歌

・

国

旗

法

、

盗

聴

法

、

さ

ら

に

国

民

総

 

背

番

号

法

の

成

立

な

ど

、

憲

法

改

悪

の

外

堀

は

埋

め

尽

く

さ

れ

、

 

い

よ

い

よ

憲

法

調

査

会

を

衆

参

両

院

に

設

置

し

、

最

後

の

仕

上

げ

 

と

し

て

明

文

改

憲

の

段

階

を

迎

え

よ

う

と

し

て

い

る

。

 

 
 

一

、

平

和

行

進

（

第

三

八

九

～

四

〇

〇

回

）

 

 
 

今

年

度

も

月

例

の

平

和

行

進

を

軸

に

、

運

動

が

進

め

ら

れ

、

本

 

年

六

月

十

一

日

で

第

四

〇

〇

回

目

を

迎

え

る

。

行

進

で

市

民

に

訴

 

え

た

テ

ー

マ

は

「

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

も

、

給

油

機

も

い

ら

な

い

」
「

戦

 

争

協

力

法

発

動

阻

止

」
「
『

民

が

代

』

か

ら

、
『

君

が

代

』

へ

の

 

危

険

性

の

訴

え

（

国

民

主

権

を

守

れ

！

）
」
「

基

本

的

人

権

を

侵

 

害

す

る

盗

聴

法

反

対

」

な

ど

、
「

自

・

自

・

公

」
「

自

・

公

・

保

」

 

の

右

傾

化

路

線

に

真

正

面

か

ら

反

対

す

る

宣

伝

を

行

っ

た

。

 

 

参

加

人

数

は

、

約

二

〇

～

二

五

名

で

増

え

な

い

の

が

残

念

で

あ

 

る

。

毎

回

、

役

員

・

鈴

木

喜

六

氏

の

撮

影

す

る

集

合

写

真

は

「

参

 

加

の

し

る

し

」

と

な

り

、

チ

ラ

シ

は

、

代

表

委

員

・

小

林

眞

氏

の

、

 

ワ

ー

プ

ロ

・

印

刷

と

な

っ

て

い

る

。

こ

の

よ

う

な

陰

の

力

を

忘

れ

 

て

は

な

ら

ず

、

ま

た

子

供

達

に

よ

る

チ

ラ

シ

配

布

も

感

謝

し

た

い

。

 

 

二

、

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

・

空

中

給

油

機

問

題

 

 
 

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

は

、

配

備

か

ら

約

二

年

の

訓

練

を

終

え

て

、

本

年

 

四

月

か

ら

実

戦

配

備

に

つ

い

た

。

我

々

は

、

実

戦

配

備

反

対

を

基

 

地

司

令

に

申

し

入

れ

た

。

実

戦

配

備

は

、

日

米

安

保

新

ガ

イ

ド

ラ

 

イ

ン

に

よ

り

、

日

米

共

同

作

戦

の

要

の

役

割

を

果

た

す

こ

と

に

な

 

る

で

あ

ろ

う

。

 

 

こ

れ

に

加

え

て

、

空

中

給

油

機

配

備

が

マ

ス

コ

ミ

で

報

道

さ

れ

 

た

の

で

、

直

ち

に

市

長

と

基

地

司

令

に

配

備

反

対

を

申

し

入

れ

た

。

 

市

の

基

地

対

策

協

議

会

の

態

度

は

、

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

配

備

の

時

よ

り

 

も

真

剣

に

な

っ

た

感

じ

が

す

る

が

、

こ

れ

か

ら

も

機

先

を

を

制

し

 

て

給

油

機

反

対

の

運

動

を

押

し

進

め

た

い

。

 

  

三

、

九

九

年

度

「

六

・

一

八

浜

松

大

空

襲

と

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平

和

憲

法

を

心

に

刻

む

会

」

 

 

ビ

デ

オ

「

教

え

ら

れ

な

か

っ

た

戦

争

・

沖

縄

編

…

阿

波

根

昌

鴻

 

・

伊

江

島

の

戦

い

」

を

観

賞

し

て

、

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

高

校

 

生

二

名

、

及

び

沖

縄

出

身

者

一

名

を

含

む

三

二

名

が

出

席

し

た

。

 

一

般

市

民

の

参

加

が

、

さ

ら

に

増

え

る

こ

と

を

期

待

し

、

新

た

な

 

集

会

の

あ

り

方

を

考

え

た

い

（

会

場

・

遠

州

教

会

）
。

 

 

四

、

九

九

年

度

・

敗

戦

記

念

日

・

八

・

一

五

集

会

 

 

日

の

丸

・

君

が

代

が

法

制

化

さ

れ

た

こ

と

も

あ

っ

て

、

八

・

一

 



五

集

会

は

盛

り

上

が

っ

た

。

集

会

は

、

福

祉

文

化

会

館

二

二

号

室

 
で

開

催

さ

れ

、

五

四

名

が

集

ま

っ

た

。

講

演

は

「

日

の

丸

・

君

が

 

代

の

法

制

化

の

問

題

（

溝

口

春

江

氏

）
」

と

「

戦

争

の

予

感

と

私

 

た

ち

（

小

池

善

之

氏

）
」

で

、

そ

の

後

、

そ

の

講

演

を

巡

っ

て

活

 

発

な

意

見

交

換

が

行

わ

れ

た

。

 

 

五

、

九

九

年

度

・

浜

松

市

主

催

「

八

・

一

五

 

 

戦

没

者

追

悼

平

和

祈

念

式

典

」

 

 
 

こ

れ

ま

で

、

こ

の

式

典

に

協

賛

し

て

い

た

「

英

霊

に

こ

た

え

る

 

会

」

の

、

市

役

所

内

か

ら

の

事

務

局

撤

去

と

、

協

賛

は

ず

し

に

は

 

成

功

し

た

が

、

ま

だ

静

霊

奉

賛

会

支

部

が

残

っ

て

い

る

の

で

、

平

 

和

遺

族

会

と

共

同

で

、

公

開

質

問

書

を

提

出

し

、

市

長

と

も

面

談

 

し

て

、

事

務

局

撤

去

と

、

八

・

一

五

祈

念

式

典

へ

の

協

賛

を

断

る

 

よ

う

に

申

し

入

れ

た

が

、

成

功

し

な

か

っ

た

。

 

 

憲

法

二

〇

条

「

信

教

の

自

由

」
、

同

八

九

条

「

政

教

分

離

」

に

 

つ

い

て

証

拠

を

列

挙

し

つ

つ

説

明

し

た

が

、

法

学

部

出

身

に

し

て

 

は

、

市

長

の

理

解

度

は

鈍

か

っ

た

。

 

 

十

月

二

二

日

、

本

会

の

有

志

二

名

が

県

護

国

神

社

の

例

大

祭

な

 

ど

に

列

席

し

、

そ

の

実

態

を

詳

細

に

見

聞

し

て

き

た

の

で

、

そ

の

 

事

実

に

基

づ

き

、

県

知

事

（

二

千

年

五

月

九

日

）
、

市

長

（

同

年

 

四

月

二

八

日

）

宛

に

公

開

質

問

書

を

提

出

し

て

問

題

の

本

質

を

明
 

ら

か

に

す

べ

く

努

力

中

で

あ

る

。

 

    

六

、

西

遠

地

域

連

帯

す

る

労

働

組

合

会

議

主

催

の

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平

和

学

習

会

へ

の

協

賛

 

 
 

協

賛

団

体

は

、

社

民

浜

松

支

部

・

平

和

遺

族

会

・

本

会

で

、

計

 

四

者

が

足

並

み

を

揃

え

て

、

近

年

で

は

、

ま

れ

に

み

る

平

和

学

習

 

会

が

行

わ

れ

た

。

講

師

は

、

獨

協

大

法

学

部

教

授

・

古

関

彰

一

氏

 

で

、

演

題

は

「

転

換

点

に

立

つ

日

本

国

憲

法

」
。

参

加

者

は

、

八

 

二

名

（

十

一

月

二

十

五

日

）
。

 

 

労

組

が

加

わ

る

と

人

数

が

増

え

る

こ

と

に

改

め

て

考

え

さ

せ

ら

 

れ

た

。

今

後

、

労

組

が

さ

ら

に

平

和

運

動

の

た

め

に

立

ち

上

が

っ

 

て

く

れ

る

こ

と

を

期

待

し

た

い

。

 

 

七

、

第

二

〇

回

「

二

・

一

一

静

岡

県

西

部

集

会

」

 

 
 

「

君

が

代

」

国

歌

・

国

旗

法

成

立

問

題

も

あ

り

、

真

剣

に

取

り

 

組

ん

だ

。

講

演

は

、
「

戦

後

の

原

像

と

（

日

本

の

）

民

主

主

義

…

 

天

皇

制

民

主

主

義

を

超

え

て

…

」
。

講

師

は

、

姜

尚

中

氏

（

東

大

 

・

社

会

情

報

学

部

教

授

）

で

、

参

加

者

一

三

五

名

。

会

場

は

、

Ｕ

 

ホ

ー

ル

第

二

会

議

室

で

あ

っ

た

が

、

席

が

足

り

ず

、

椅

子

を

追

加

 

す

る

盛

況

で

あ

り

、

戦

後

の

日

本

の

民

主

主

義

は

、

日

米

合

作

の

 

天

皇

制

民

主

主

義

で

あ

る

こ

と

な

ど

、

学

ぶ

と

こ

ろ

の

多

か

っ

た

 



講

演

内

容

で

あ

っ

た

。

 

 

八

、

第

二

回

･

反

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

デ

ー

講

演

会

 

 
 

 
 

 
 

 
 

（

三

月

二

〇

日

・

Ｕ

ホ

ー

ル

２

Ｆ

会

議

室

）

 

 
 

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

が

、

浜

松

基

地

に

配

備

さ

れ

た

無

念

さ

を

忘

れ

な

 

い

た

め

に

始

め

ら

れ

た

反

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

デ

ー

も

二

回

目

と

な

っ

た

。

 

 

講

師

は

、

軍

事

評

論

家

・

前

田

哲

男

氏

(

東

京

国

際

大

学

教

授

)

。

 

演

題

は

「

二

一

世

紀

に

向

け

て

…

周

辺

事

態

法

発

動

阻

止

、

自

治

 

体

の

平

和

戦

略

…

」
。

 

 

配

備

に

反

対

す

る

市

民

連

絡

会

が

解

散

し

た

た

め

か

、

参

加

者

 

は

、

こ

の

種

の

講

演

会

と

し

て

は

、

約

半

分

の

五

五

名

に

激

減

。

 

本

会

、

平

和

遺

族

会

、

連

帯

す

る

労

組

な

ど

が

、

出

席

者

の

約

七

 

割

を

占

め

て

い

た

の

は

収

穫

で

あ

っ

た

。
 

 

こ

こ

で

は

、

地

方

自

治

体

が

そ

の

気

に

な

れ

ば

、

市

民

を

守

る

 

た

め

に

で

き

る

こ

と

が

あ

る

こ

と

を

学

ん

だ

。
 

  

九

、
「

憲

法

記

念

日

」

の

街

頭

宣

伝

 

 

小

渕

・

森

内

閣

に

よ

っ

て

、

憲

法

と

は

正

反

対

の

政

策

（

憲

法

 

調

査

会

設

置

ほ

か

）

が

推

進

さ

れ

て

い

る

中

で

、

憲

法

改

悪

の

危

 

機

が

迫

っ

て

い

る

こ

と

を

、

市

民

に

訴

え

、

チ

ラ

シ

を

約

千

枚

配
 

布

し

た

。

 

 

十

、

宣

伝

カ

ー

維

持

費

カ

ン

パ

 

 
 

九

九

年

の

年

末

か

ら

、

二

〇

〇

〇

年

一

月

に

か

け

て

、

宣

伝

カ

 

ー

の

車

検

、

駐

車

場

、

そ

の

他

の

維

持

費

カ

ン

パ

を

訴

え

た

と

こ

 

ろ

、

会

員

の

皆

さ

ん

か

ら

二

二

万

三

千

円

も

の

多

額

の

カ

ン

パ

が

 

寄

せ

ら

れ

た

。

心

か

ら

感

謝

を

し

た

い

。

 

   

【

二

〇

〇

〇

年

度

活

動

方

針

】

 

 

一

、

国

際

情

勢

 

 

（

一

）

毎

年

指

摘

し

て

き

た

よ

う

に

、

世

界

平

和

を

目

指

す

べ

き

 

国

連

の

力

が

弱

い

た

め

、

現

在

、

世

界

を

支

配

し

て

い

る

の

は

、

 

軍

事

力

・

経

済

力

共

に

世

界

一

を

誇

る

ア

メ

リ

カ

で

あ

る

。

一

昨

 

年

に

は

、

国

連

の

承

認

を

得

な

い

ま

ま

、

米

軍

を

主

力

と

す

る

Ｎ

 

Ａ

Ｔ

Ｏ

軍

が

、

ユ

ー

ゴ

ス

ラ

ビ

ア

の

内

紛

に

介

入

し

て

、

激

し

い

 

ハ

イ

テ

ク

空

爆

を

実

施

し

た

が

、

誤

爆

に

よ

っ

て

多

く

の

一

般

市

 

民

が

犠

牲

と

な

っ

た

。

中

で

も

、

中

華

人

民

共

和

国

大

使

館

に

対

 

す

る

誤

爆

事

件

は

、

今

で

も

大

き

な

シ

コ

リ

を

残

し

た

ま

ま

で

あ

 

る

。

一

つ

間

違

え

ば

、

米

・

中

戦

争

に

発

展

し

か

ね

な

い

大

き

な

 

事

件

で

あ

っ

た

。

 

 

こ

の

よ

う

な

民

族

的

内

紛

や

、

そ

れ

に

伴

う

軍

事

介

入

が

起

こ

 



る

た

び

に

、

戦

火

に

巻

き

込

ま

れ

犠

牲

と

な

る

の

は

、

必

ず

一

般

 
庶

民

で

あ

る

。

家

族

を

失

い

、

家

を

焼

か

れ

、

手

足

を

失

い

、

行

 

く

宛

も

な

い

大

量

難

民

が

発

生

し

、

尊

い

生

命

が

失

わ

れ

る

。

 

 
 

か

か

る

不

幸

な

事

態

の

発

生

を

根

絶

す

る

た

め

に

は

、

異

な

っ

 

た

国

や

、

民

族

間

の

不

信

や

利

害

を

、

互

い

の

理

解

と

寛

容

に

よ

 

り

、
「

共

生

と

協

力

」

の

道

へ

と

転

換

さ

せ

る

以

外

に

は

な

い

。

 

  
 

ま

た

、

異

な

っ

た

宗

教

や

、

民

族

文

化

の

伝

統

に

対

す

る

理

解

 

を

深

め

、

互

い

に

認

め

合

い

つ

つ

、

平

和

的

共

存

を

最

優

先

す

る

 

態

度

へ

と

転

換

す

る

こ

と

で

あ

る

。

 

 

こ

れ

が

出

来

な

い

の

は

、

世

界

中

の

大

国

を

は

じ

め

、

小

国

に

 

至

る

ま

で

、

軍

事

力

を

保

有

し

て

い

る

た

め

、

こ

れ

を

安

易

に

用

 

い

て

力

ず

く

で

問

題

を

解

決

し

よ

う

と

す

る

か

ら

で

あ

る

。

 

 

こ

こ

に

問

題

の

本

質

が

あ

る

。

従

っ

て

、

全

て

の

国

が

軍

事

力

 

を

放

棄

し

、

問

題

の

解

決

を

、

力

に

頼

る

こ

と

を

止

め

、

平

和

的

 

手

段

の

み

に

限

る

解

決

の

世

界

的

シ

ス

テ

ム

を

作

り

出

す

以

外

に

、

 

人

類

の

未

来

は

開

け

な

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か

。
 

 

そ

れ

故

、

国

際

情

勢

を

一

言

で

表

せ

ば

「

軍

備

世

界
 

に

平

和

な

し

」

と

言

う

こ

と

が

出

来

る

。

 

 
 

従

っ

て

、

大

国

（

国

連

常

任

理

事

国

）

の

核

独

占

や

、

兵

器

輸

 

出

な

ど

の

身

勝

手

は

、

戦

争

を

作

り

出

す

こ

と

は

あ

っ

て

も

、

平
 

和

を

作

り

出

す

こ

と

は

決

し

て

あ

り

得

な

い

。

 

 

結

局

、

大

国

は

、

自

国

の

利

益

の

み

を

追

求

し

て

、

途

上

国

に

 

内

紛

を

作

り

出

し

、

兵

器

を

売

り

つ

け

、

内

紛

に

介

入

す

る

マ

ッ

 

チ

ポ

ン

プ

で

は

あ

る

ま

い

か

。

こ

れ

で

は

、

い

つ

ま

で

待

っ

て

も

 

世

界

平

和

は

実

現

し

な

い

の

で

あ

る

。

 

 

（

二

）

今

、

人

類

の

運

命

に

関

わ

る

重

要

問

題

を

列

挙

す

れ

ば

 

①

核

兵

器

に

象

徴

さ

れ

る

軍

事

テ

ク

ノ

ロ

ジ

ー

の

、

果

て

し

な

い

 

 

進

歩

は

、

人

類

が

平

和

で

は

な

く

、

滅

亡

に

向

か

っ

て

い

る

こ

 

 

と

を

我

々

に

予

感

さ

せ

る

。

 

②

人

類

（

特

に

先

進

国

）

の

欲

望

を

満

た

す

た

め

に

、

科

学

技

術

 

 

の

驚

異

的

進

歩

が

も

た

ら

さ

れ

、

そ

の

結

果

、

便

利

で

快

適

に

 

 

は

な

っ

た

が

、

そ

の

代

償

と

し

て

目

に

見

え

ぬ

有

害

物

質

が

地

 

 

球

規

模

で

蓄

積

さ

れ

、

環

境

破

壊

や

汚

染

を

生

み

出

し

た

。

 

 
 

ま

た

、

人

口

増

加

、

食

料

、

水

、

資

源

の

乱

用

に

よ

る

枯

渇

 

 

の

問

題

、

温

暖

化

の

問

題

、

さ

ら

に

情

報

社

会

化

や

遺

伝

子

操

 

 

作

、

医

学

上

の

バ

イ

オ

・

エ

シ

ッ

ク

ス

（

生

命

倫

理

問

題

）

な

 

 

ど

な

ど

。

 

 
 

こ

れ

ら

を

放

置

す

れ

ば

、

人

類

は

自

ら

の

首

を

じ

わ

じ

わ

と

 

 

絞

め

る

結

果

を

招

い

て

い

る

の

で

あ

る

。

 

  

（

三

）

以

上

を

総

合

し

て

考

え

る

と

、

今

、

国

際

情

勢

は

、

確

か

 

に

人

類

滅

亡

の

方

向

に

向

か

っ

て

い

る

と

言

っ

て

良

い

だ

ろ

う

。

 



 
こ

の

こ

と

を

考

え

る

時

、

も

は

や

自

国

の

安

全

の

み

を

追

求

す

 
る

軍

備

増

強

や

、

国

益

の

追

求

に

の

み

血

道

を

あ

げ

て

い

る

時

代

 

で

は

な

く

、

人

類

が

一

致

協

力

し

て

先

に

挙

げ

た

人

類

の

危

機

に

 

対

処

し

、

人

類

全

体

の

生

存

と

利

益

の

た

め

に

努

力

し

な

け

れ

ば

 

な

ら

な

い

の

で

は

な

い

か

。

 

 

我

々

は

今

や

「

生

か

死

か

」

の

危

機

的

状

況

の

前

に

立

た

さ

れ

 

て

い

る

の

で

あ

る

。
 

 

二

、

国

内

情

勢

 

 

①

政

・

財

・

官

か

ら

、

警

察

・

自

衛

隊

に

ま

で

及

ぶ

支

配

構

造

の

 

腐

敗

は

、

目

に

余

る

も

の

が

あ

る

。

国

民

は

、

真

面

目

に

働

く

こ

 

と

が

馬

鹿

ら

し

く

な

り

、

青

少

年

に

も

深

刻

な

影

響

を

与

え

、

異

 

常

犯

罪

の

急

増

を

も

た

ら

し

て

い

る

。

今

や

、

政

治

不

信

は

、

そ

 

の

極

に

達

し

つ

つ

あ

る

。

 

②

バ

ブ

ル

崩

壊

後

あ

た

り

か

ら

、

経

済

・

金

融

・

行

政

の

上

部

に

 

広

が

っ

て

い

た

違

法

・

背

信

・

ウ

ソ

・

隠

蔽

な

ど

の

悪

行

が

噴

出

 

し

、

底

知

れ

ぬ

無

責

任

・

不

道

徳

を

露

呈

し

た

。

形

ば

か

り

の

「

 

平

身

低

頭

」

は

、

国

民

を

「

ま

た

か

」

と

ウ

ン

ザ

リ

さ

せ

た

。

青

 

少

年

に

も

影

響

を

与

え

な

い

筈

は

な

い

。

 

③

我

が

国

の

支

配

階

級

を

代

表

す

る

政

・

財

・

官

の

腐

敗

は

、

癒
 

し

が

た

い

病

的

状

況

と

な

っ

た

が

、

自

ら

反

省

せ

ず

、

自

浄

能

力
 

が

な

い

こ

と

を

露

呈

し

た

。

そ

の

病

的

に

腐

敗

し

た

政

治

家

た

ち

 

が

、

そ

の

責

任

を

憲

法

や

教

育

基

本

法

に

転

嫁

し

「

憲

法

調

査

会

」

 

を

設

置

し

て

、

そ

の

改

悪

を

計

っ

て

い

る

。

し

か

し

、

腐

敗

し

た

 

彼

ら

に

憲

法

を

論

ず

る

資

格

は

な

い

。

 

④

長

い

間

続

い

た

保

守

政

党

の

政

治

が

、

違

憲

行

為

を

積

み

重

ね

 

て

自

ら

作

り

出

し

た

「

現

実

」

は

、

憲

法

空

洞

化

の

現

実

で

あ

る

。

 

こ

の

現

実

に

憲

法

を

合

わ

せ

、

引

き

ず

り

下

ろ

す

た

め

に

設

け

ら

 

れ

た

の

が

「

憲

法

調

査

会

」

で

あ

る

。

 

⑤

小

渕

・

森

内

閣

は

、

こ

れ

ま

で

の

保

守

政

党

内

閣

が

、

し

た

く

 

て

も

出

来

な

か

っ

た

戦

争

協

力

法

（

関

連

法

）
、

国

旗

・

国

歌

法

、

 

盗

聴

法

な

ど

、

平

和

・

人

権

・

主

権

に

関

わ

る

憲

法

大

原

則

を

侵

 

害

す

る

悪

法

を

、

自

・

自

・

公

、

自

・

公

・

保

と

手

を

組

ん

で

矢

 

継

ぎ

早

に

成

立

さ

せ

た

。

 

 

保

守

政

権

が

こ

れ

ま

で

着

々

と

布

石

を

打

っ

て

き

た

政

治

課

題

 

の

総

仕

上

げ

の

感

が

あ

る

。

そ

の

延

長

線

上

に

森

首

相

の

「

日

本

 

は

、

天

皇

中

心

の

神

の

国

」

の

発

言

が

飛

び

出

し

、

天

皇

の

元

首

 

化

を

目

指

す

自

民

党

の

本

音

が

出

た

。

 

 

我

々

は

、

以

上

の

よ

う

な

軍

事

大

国

化

、

国

家

主

義

化

、

天

皇

 

強

化

政

策

の

足

音

を

聞

き

取

り

、

主

権

・

人

権

・

平

和

の

憲

法

に

 

堅

く

立

っ

て

、

反

動

政

治

に

対

処

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

  

二

、

具

体

的

な

活

動

方

針

 



 
（

一

）
「

憲

法

」

は

、

権

力

を

抑

制

し

、

個

人

の

人

権

・

自

由

・

 

 
 

権

利

を

守

る

ト

リ

デ

で

あ

る

こ

と

を

啓

発

し

、

宣

伝

し

て

、

 

 
 

市

民

に

自

覚

を

促

す

。

 

 

（

二

）

森

首

相

の

「

日

本

は

、

天

皇

中

心

の

神

の

国

」

発

言

に

対

 

 
 

し

「

日

本

は

国

民

中

心

の

民

の

国

」

で

あ

る

こ

と

を

、

よ

り

 

 
 

鮮

明

に

し

、

国

民

主

権

を

堅

持

す

る

運

動

を

強

化

す

る

。

 

 

（

三

）

昨

年

、

Ｎ

Ｇ

Ｏ

主

催

の

ハ

ー

グ

平

和

会

議

は

、

日

本

国

憲

 

 
 

法

第

九

条

を

手

本

に

す

る

こ

と

を

国

連

に

提

案

し

た

。

こ

の

 

 
 

機

会

を

逃

さ

ず

、

国

際

的

に

運

動

を

広

げ

る

手

だ

て

を

探

り

、

 

 
 

更

に

、

こ

の

第

九

条

を

世

界

に

広

め

る

努

力

を

始

め

る

。

 

 

（

四

）

国

際

的

に

も

、

国

内

的

に

も

、

行

き

詰

ま

り

つ

つ

あ

る

状

 

 
 

況

を

突

破

す

る

の

は

、

こ

れ

ま

で

の

力

の

政

策

を

百

八

十

度

 

 
 

転

換

し

て

、

憲

法

第

九

条

の

非

武

装

・

戦

争

放

棄

し

か

、

道

 

 
 

が

残

さ

れ

て

い

な

い

こ

と

を

、

政

府

や

国

民

に

訴

え

続

け

て

 

 
 

い

く

。

ま

た

、

こ

れ

を

実

行

で

き

る

真

の

護

憲

勢

力

の

結

集

 

 
 

に

も

努

力

す

る

。

こ

の

た

め

市

民

、

特

に

若

者

た

ち

の

心

に

、

 

 
 

平

和

の

灯

火

を

点

じ

、

我

々

の

運

動

へ

の

参

加

を

呼

び

掛

け
 

 
 

て

い

く

。

 

 

（

五

）

主

権

・

人

権

・

平

和

の

憲

法

感

覚

を

鋭

敏

に

し

、

憲

法

の

 

 
 

精

神

を

実

現

す

る

た

め

の

学

習

活

動

を

強

化

し

、

当

面

す

る

 

 
 

課

題

に

取

り

組

む

。

 

 
 

 
 

 
 

①

運

動

の

柱

と

し

て

、

今

後

も

憲

法

を

守

る

平

和

行

進

を

 

 
 

 
 

ね

ば

り

強

く

継

続

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

②

運

動

を

展

開

す

る

準

備

や

計

画

を

練

る

た

め

、

役

員

会

 

 
 

 
 

を

毎

月

一

回

開

催

す

る

。

ま

た

、

そ

の

際

、

可

能

な

限

 

 
 

 
 

り

「

ミ

ニ

学

習

」

を

行

う

。

 

 
 

 
 

 
 

③

会

員

増

加

は

、

急

務

で

あ

り

、

更

に

努

力

す

る

。

 

  
 

 

④

憲

法

を

学

ぼ

う

と

す

る

人

々

や

、

団

体

の

要

請

に

応

じ

 

 
 

 
 

て

講

師

を

派

遣

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

⑤

必

要

に

応

じ

て

、

具

体

的

に

行

動

し

、

講

演

会

や

そ

の

 

 
 

 
 

他

の

催

し

を

企

画

し

、

実

行

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

⑥

当

面

、

防

衛

費

の

大

幅

削

減

（

目

標

は

全

廃

）

と

、

海

 

 
 

 
 

外

派

兵

阻

止

、

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｃ

Ｓ

の

撤

去

、

空

中

給

油

機

の

 

 
 

 
 

配

備

阻

止

の

た

め

に

全

力

を

傾

け

る

。

 

 
 

 
 

 
 

⑦

我

が

国

に

、

ま

ず

憲

法

第

九

条

を

実

現

し

、

同

時

に

第

 

 
 

 
 

九

条

を

世

界

に

輸

出

す

る

こ

と

に

努

力

し

、

世

界

の

軍

 

 
 

 
 

備

全

廃

を

目

指

す

。

 

 
 

 

⑧

政

府

や

国

民

に

、

過

ぐ

る

侵

略

戦

争

へ

の

反

省

・

謝

罪

 

 
 

 
 

・

補

償

の

重

要

性

を

訴

え

る

と

共

に

、

反

戦

平

和

の

た

 



 
 

 
 

め

に

立

ち

上

が

る

よ

う

に

訴

え

る

。

 

 
 

 
 

 
 

⑨

国

連

Ｎ

Ｇ

Ｏ

（

非

政

府

組

織

）

と

連

帯

す

る

。

 

 
 

 
⑩

二

・

一

一

集

会

（

信

教

の

自

由

を

守

る

集

会

）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

五

・

 

三

 

集

会

（

憲

法

記

念

日

）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

六

・

一

八

集

会

（

浜

松

大

空

襲

）

 

 
 

 
 

八

・

一

五

集

会

（

敗

戦

記

念

日

）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

＊

こ

れ

ら

は

、

場

合

に

よ

っ

て

は

、

他

の

市

民

団

体

と

 

 
 

 
 

 

協

力

し

、

集

会

や

宣

伝

活

動

を

行

う

。

 

 
 

 
 

 
 

⑪

平

和

遺

族

会

、

護

憲

勢

力

、

平

和

問

題

研

究

所

、

そ

の

 

 
 

 
 

他

、

生

命

と

暮

ら

し

を

守

る

市

民

団

体

・

民

主

団

体

と

 

 
 

 
 

連

帯

し

、

力

量

に

応

じ

て

協

力

し

合

う

。

 

 
 

 
 

 
 

⑫

浜

松

基

地

を

め

ぐ

る

諸

問

題

（

騒

音

対

策

、

航

空

祭

、

 

 
 

 
 

ブ

ル

ー

イ

ン

パ

ル

ス

、

航

空

博

物

館

の

監

視

な

ど

）

に

 

 
 

 
 

対

応

し

、

最

終

的

に

は

基

地

を

撤

去

し

て

、

平

和

 

 
 

都

市

・

浜

松

の

実

現

に

努

力

す

る

。

 

 
 

 
 

 
 

⑬

「

新

靖

国

法

案

」

を

阻

止

す

る

と

共

に

、

静

霊

奉

賛

会

 

 
 

 
 

と

護

国

神

社

と

の

ゆ

着

を

め

ぐ

る

憲

法

違

反

に

メ

ス

を

 

 
 

 
 

入

れ

、

政

教

分

離

・

信

教

の

自

由

の

原

則

に

戻

す

た

め

、

 

 
 

 
 

平

和

遺

族

会

と

共

に

努

力

す

る

。

 

 
 

 

⑭

主

権

者

と

し

て

、

政

府

や

自

治

体

に

対

し

、

問

題

発

生

 

 
 

 
 

の

度

毎

に

抗

議

文

・

要

請

文

を

送

付

し

、

場

合

に

よ

っ
 

 
 

 
 

て

は

、

直

接

交

渉

な

ど

を

行

う

。

 

         
 

 

国

民

の

主

権

・

人

権

・

平

和

を

確

立

す

る

た

め

に

！

 

『

日

本

の

国

は

、

 

 
 

 
 

 

国

民

中

心

の

民

主

主

義

の

国

』

 

  
 

 
 

 
 

 
 

―

憲

法

を

守

る

四

〇

〇

回

記

念

平

和

行

進

―

 

 

◆

一

九

六

七

年

二

月

、

私

た

ち

は

、

明

治

・

大

正

・

昭

和

と

現

人

神

（

あ

ら

ひ

と

が

み

）

天

 

皇

の

治

め

る
「

神

の

国

思

想

」
の

基

礎

で

あ

っ

た
「

紀

元

節

(

二

月

十

一

日

)

」
を

、
「
建

国

 

記

念

の

日

」
と

す

る

法

律

が

強

行

採

決

さ

れ

た

こ

と

に

危

機

感

を

抱

き

、
国

民

主

権
（

民

が

 

代

）

を

守

り

抜

く

決

意

の

も

と

に

立

ち

上

が

り

、

再

び

天

皇

主

権

（

君

が

代

）

に

逆

戻

り

さ

 

せ

な

い

た

め

に

「

紀

元

節

復

活

反

対

」

の

デ

モ

を

行

い

ま

し

た

。

 

 
 

そ

れ

を

機

に

、

毎

月

一

回

・

第

二

日

曜

午

後

、

自

発

的

に

集

ま

り

、

憲

法

を

守

る

小

さ

な

 

平

和

行

進

を

開

始

し

た

の

で

す

。

以

後

、

雨

の

日

も

、

風

の

日

も

歩

き

続

け

て

、

今

日

六

月

 

十

一

日

で

四

〇

〇

回

目

を

迎

え

ま

し

た

。

 

 



◆

森

首

相

は

「

神

の

国

」

発

言

を

、

な

ぜ

撤

回

し

な

い

の

で

し

ょ

う

か

？

 

 
 

★

日

本

の

流

れ

 

 

↓

◇
「

建

国

記

念

の

日

」
制

定

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
（

紀

元

節

の

復

活

）

 

歴

↓

◇

元

号

の

法

制

化

…

…

…

…

…

…

…

…
（

元

号

は

、
天

皇

が

日

本

国

を

支

配

す

る

象

徴

）

 

史

↓

◇
「

君

が

代

」
強

制

…

…

…

…
（

学

習

指

導

要

領

を

通

し

て

、
学

校

の

式

典

へ

の

強

制

）

 

的

↓

◇

平

成

天

皇
・
即

位

の

礼

…

…

…
（

天

皇

に

対

し

、
総

理

大

臣

が

臣

下

の

礼

を

行

っ

た

）

 

経

↓

◇

国

旗

・

国

歌

法

の

制

定

…

…

（
「

君

が

代

」

の

制

定

に

よ

り

、
「

民

が

代

」

を

否

定

）

 

過

↓

◇

「

憲

法

調

査

会

」

設

置

…

…

（

憲

法

改

悪

へ

…

特

に

九

条

…

戦

争

準

備

）

 

 

↓

◇

「

日

本

国

は

、

ま

さ

に

天

皇

中

心

の

神

の

国

」
・
「

国

体

」

と

い

う

首

相

発

言

へ

 

  
 

★

森

首

相

が

、

こ

の

発

言

を

撤

回

し

な

い

の

は

、

右

の

通

り

、

こ

れ

こ

そ

自

民

党

が

一

貫

し

 
 

て

推

進

し

て

き

た

政

策

だ

か

ら

で

あ

り

、
こ

れ

を

か

ば

う

自
・
公
・
保

も

同

罪

で

す

。

 

 

◆

そ

も

そ

も

、

憲

法

は

何

の

た

め

に

あ

る

の

で

し

ょ

う

か

？

 

 

・

憲

法

は

、

国

家

権

力

を

暴

走

さ

せ

ず

、

国

民

・

個

人

の

人

権

・

生

命

・

権

利

・

生

活

・

平

 
 

和

を

守

る

た

め

の

も

の

で

す

。

こ

れ

を

権

力

に

取

ら

れ

る

と

、

ま

た

、

国

家

主

義

の

復

活

 
 

で

す

。

し

か

し

現

実

に

、

改

憲

に

向

け

て

「

憲

法

調

査

会

」

が

設

置

さ

れ

た

の

で

す

！

 

 

・

今

度

の

選

挙

は

、

国

民

主

権

の

ト

リ

デ

で

あ

る

平

和

憲

法

を

守

れ

る

か

ど

う

か

の

重

要

な

 
 

分

岐

点

で

す

。

 

さ

あ

、

あ

な

た

は

ど

う

さ

れ

ま

す

か

？

 

子

や

孫

の

た

め

に

…

。

 

 

◆

平

和

行

進

四

〇

〇

回

に

当

た

り

、

私

た

ち

憲

法

を

守

る

会

は

、

市

民

の

皆

さ

ん

に

、

日

本

 
 

国

民

が

、

よ

り

国

民

中

心

の

民

主

国

家

・

平

和

国

家

と

し

て

立

つ

べ

く

、

平

和

憲

法

を

守

 
 

り

抜

く

こ

と

を

心

か

ら

訴

え

ま

す

。

 

  
 

 
┌

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
┐

 

 
 

 
│

 

二

〇

〇

〇

年

六

月

十

一

日

（

日

）

第

四

〇

〇

回

・

憲

法

を

守

る

平

和

行

進
 

 
 
│

 

 
 

 
│

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

浜

松

市

憲

法

を

守

る

会

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
│

 

 
 

 
│

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事

務

局

 

浜

松

市

紺

屋

町

三

〇

一

～

十

五
│

 

 
 

 
└

─
─

─
─

─
─

─
─

─
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─
─

─
─

─
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─
─

─
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─
─
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─
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─
─

─
─

─
┘

 


